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証券情報の部 



 

 
 

１．本「債券内容説明書証券情報の部」（以下「本説明書証券情報の部」という。）において記載する「第 122・

123・124回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券」（以下「本債券」という。）は、独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構法（平成 14年法律第 180号。以下「機構法」という。）第 19条に基づき、国土交通大臣の

認可を受けて、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「当機構」という。）が発行する債券です。 

 

２．本債券は政府保証の付されていない公募債券です。 

 

３．本説明書証券情報の部と同時に投資家に交付された「債券内容説明書法人情報の部」（以下「本説明書法人

情報の部」といい、本説明書証券情報の部とあわせて、以下「本説明書」という。）は、本債券の発行者であ

る当機構の詳細について記載し、本説明書証券情報の部と一体をなします。本説明書法人情報の部には、当機

構の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項及びその他の事項を平成30年８月８日時点以前の情報に

基づき記載しています。本債券への投資判断にあたっては、本説明書法人情報の部も併せてご覧下さい。 

 

４．本債券については、金融商品取引法（昭和 23年法律第 25号）第３条により同法第２章の規定が適用されず、

従って、その募集について同法第４条第１項の規定による届出は行われておりません。本説明書は、本債券に

対する投資家の投資判断に資するために、当機構の事業等について、並びに当機構の前身である日本鉄道建設

公団（以下「旧公団」という。）及び運輸施設整備事業団（以下「旧事業団」という。）に関してそれぞれ日本

鉄道建設公団法（昭和 39年法律第３号）及び運輸施設整備事業団法（平成９年法律第 83号）の規定等に基づ

き作成された財務諸表、附属明細書、事業報告書等の既存の開示資料を抜粋又は要約して当機構が任意に作成

したものであり、金融商品取引法第 13条第１項に基づく目論見書ではありません。また、本説明書法人情報の

部中の財務諸表については、金融商品取引法第 193条の２第１項に規定される監査証明は受けておりません。 

 なお、その他本債券の詳細については、発行要項を併せてご覧下さい。 

 

５．当機構の財務諸表は、「中央省庁等改革基本法」（平成 10 年法律第 103号）第 38条第３号及び「独立行政法

人通則法」（平成 11年法律第 103号。以下「通則法」という。）第 37条により原則として企業会計原則に基づ

き処理されるとともに、「独立行政法人会計基準」、「独立行政法人会計基準注解」（平成 12 年２月 16日独立行

政法人会計基準研究会）、機構法、国土交通大臣の認可を受けて定めた｢独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備

支援機構業務方法書｣及び同大臣への届出が義務付けられている「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機

構会計規程」等に準拠して作成されます。 

 また、当機構の財務諸表は、通則法第 38条第１項及び第２項により、毎事業年度の終了後３月以内に、監査

報告及び会計監査報告を添付した財務諸表を国土交通大臣に提出してその承認を受けなければならないとされ

ております。 

 

６．当機構は、特殊法人等改革基本法（平成 13 年法律第 58 号）及び特殊法人等整理合理化計画（平成 13 年 12

月 19日閣議決定）に基づき、旧公団及び旧事業団の業務を承継する独立行政法人として設立されました。機構

法附則第２条及び第３条により、機構の成立の時において解散した旧公団及び旧事業団の一切の権利及び義務

は、国が承継する資産を除き、当機構が承継しております。 

 

 

本説明書に関する連絡場所 

横浜市中区本町六丁目 50番地１ 横浜アイランドタワー 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 経理資金部資金企画課      電話番号 045（222）9040 
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第１ 募集要項 

１．新規発行債券（５年債） 

銘 柄 
第 122回鉄道建設・運輸施設 

整備支援機構債券 
債 券 の 総 額 金 10,900,000,000 円 

社債、株式等の 

振 替 に 関 す る 

法 律 の 適 用 

本債券は、社債、株式等の振替に関

する法律（平成 13年法律第 75号）

の規定の適用を受けるものとする。 

発 行 価 額  

の 総 額 
金 10,900,000,000円 

各 債 券 の 金 額 1,000万円 申 込 期 間 平成 31年２月８日 

発 行 価 格 各債券の金額 100円につき金 100円 申 込 証 拠 金 

各債券の金額 100円につき金 100円

とし、払込期日に払込金に振替充当

する。 

申込証拠金には、利息を付けない。 

利 率 年 0.030パーセント 払 込 期 日 平成 31年２月 27日 

利 払 日 毎年３月 20日及び９月 20日 申込取扱場所 
別項引受金融商品取引業者の本店

及び国内各支店 

償 還 期 限 平成 36年３月 19日 振 替 機 関 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目

１番１号 

募 集 の 方 法 一般募集 

利息支払の方法 １．利息支払の方法及び期限 

(1) 本債券の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成 31 年９月 20 日

を第１回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後、毎年３月 20日及び９

月 20日の２回に、各その日までの前半箇年分を支払う。 

(2) 発行日の翌日から平成 31 年３月 20 日までの期間につき利息を計算するとき及び償

還の場合に半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割をもってこれを計

算する。 

(3) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。 

(4) 償還期日後は、利息をつけない。 

償 還 の 方 法 １．償還金額 

   各債券の金額 100円につき金 100円 

２．償還の方法及び期限 

(1) 本債券の元金は、平成 36年３月 19日にその総額を償還する。 

(2) 償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。 

(3) 本債券の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 

担 保  本債券の債権者は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の定めるところに

より、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「当機構」という。）の財産に

ついて、他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 

財

務

上

の

特

約 

担保提供制限 該当条項なし（本債券は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。） 

その他の条項 該当条項なし 
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摘   要 

 

１．信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付 

(1) 株式会社格付投資情報センター（以下「R&I」という。） 

本債券について、当機構は R&IからＡＡの信用格付を平成 31年２月８日付で取得し

ている。 

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の

債務等が約定通りに履行される確実性（信用力）に対する R&Iの意見である。R&Iは

信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リス

ク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの

信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。

また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見について

の正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項に

ついて、いかなる保証もしていない。 

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、

これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と

判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、

その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。 

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、

その蓋然性が高まったと R&I が判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力との

ノッチ差を拡大することがある。 

本債券の申込期間中に本債券に関して R&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホ

ームページ（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コ

メント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポー

ト検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入

手することが出来ない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。 

R&I:電話番号 03-6273-7471 

(2) ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下「ムーディーズ」という。） 

本債券について、当機構はムーディーズからＡ１の信用格付を平成 31年２月８日付

で取得している。 

ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相

対的信用リスクについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、

信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデ

フォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義して

いる。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リ

スク及びその他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付

は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、

又は保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっ

ても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商

品性及び特定の目的への適合性について、（明示的、黙示的を問わず）いかなる保証

も行っていない。発行体又は債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、又は

公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情

報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考え

られるものであることを確保するため、すべての必要な措置を講じている。しかし、

ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に

独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を

変更することがある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況

により、本格付を取り下げることがある。 

本債券の申込期間中に本債券に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先

は、ムーディーズのホームページ（http://www.moodys.co.jp/）の「当社格付に関

する情報」の「レポート」コーナーの「プレスリリース － ムーディーズ・ジャ

パン」をクリックして表示される「格付情報：ムーディーズ・ジャパン株式会社」

に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手すること

が出来ない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。 

ムーディーズ:電話番号 03-5408-4100 
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２．募集の受託会社 

(1) 本債券に関する募集の受託会社（以下「募集の受託会社」という。）は、株式会社み

ずほ銀行とする。 

(2) 募集の受託会社は、本債券の債権者のために本債券に基づく支払の弁済を受け、又

は本債券の債権者の権利の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の

行為をなす権限及び義務を有する。 

(3) 募集の受託会社は、法令、本債券の発行要項（以下「本要項」という。）並びに当機

構及び募集の受託会社との間の平成 31年２月８日付第 122回鉄道建設・運輸施設整

備支援機構債券募集委託契約証書（以下「募集委託契約」という。）に定める職務を

行う。 

(4) 本債券の債権者は、募集委託契約に定める募集の受託会社の権限及び義務に関する

すべての規定の利益並びに募集の受託会社によるかかる権限の行使及びかかる義務

の履行による利益を享受することができる。 

３．期限の利益喪失に関する特約 

当機構は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本債券について期限の利

益を失う。 

(1) 当機構が別記「利息支払の方法」欄第１項又は別記「償還の方法」欄第２項の規定

に違背し、５営業日以内に履行又は治癒されないとき。 

(2) 当機構が発行する本債券以外の債券又はその他の借入金債務について期限の利益を

喪失し、又は期限が到来したにもかかわらず５営業日以内にその弁済をすることが

できないとき。又は、当機構以外の債券若しくはその他の借入金債務に対して当機

構が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、契約上定められ

た保証債務を履行すべき期間の最終日から５営業日以内にその履行がされないと

き。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が 30億円を超えない場合は、この限

りでない。 

(3) 当機構が解散することを定める法令及び解散の期日を定める法令が公布され、かつ

当機構の解散期日の１箇月前までに、本債券の債務の総額について他の法人に承継

する法令が公布されていないとき。 

(4) 法令若しくは裁判所の決定により、当機構又は当機構が解散して本債券の債務を承

継した法人に対して、破産手続、株式会社における更生手続、特別清算手続その他

これらに準ずる倒産処理手続に相当する手続が開始されたとき。 

４．期限の利益喪失の公告 

前項の規定により当機構が本債券について期限の利益を喪失したときは、募集の受託

会社はその旨を本欄第５項(2)に定める方法により公告する。 

５．公告の方法 

(1) 本債券に関し、本債券の債権者の利害に関係を有する事項であって、募集の受託会社

が債権者にこれを通知する必要があると認める事項がある場合は、これを公告する。 

(2) 本債券につき公告の必要が生じた場合は、法令又は契約に別段の定めがあるものを

除き、官報並びに東京都及び大阪市で発行される各１種以上の新聞紙にこれを掲載

することにより行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することが

できる。 

６．債券原簿の公示 

当機構は、その本社に債券原簿を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。 

７．本要項の変更 

(1) 当機構は、募集の受託会社と協議のうえ、本債券の債権者の利害に重大なる関係を

有する事項を除き、本要項を変更することができる。 

(2) 前号に基づき本要項が変更されたときは、当機構はその内容を公告する。ただし、

当機構と募集の受託会社が協議のうえ不要と認めた場合は、この限りでない。 

８．本債券の債権者集会 

(1) 本債券の債権者集会（以下「債権者集会」という。）は、本債券の全部についてする

その支払の猶予その他本債券の債権者の利害に重大な影響を及ぼす事項について決

議をすることができる。 

(2) 債権者集会は、東京都において行う。 

(3) 債権者集会は、当機構又は募集の受託会社がこれを招集するものとし、債権者集会

の日の３週間前までに、債権者集会を招集する旨及び債権者集会の目的である事項

その他必要な事項を公告する。 
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摘   要 

 

(4) 本債券総額（償還済みの額を除く。また、当機構が有する本債券の金額はこれに算

入しない。）の 10 分の１以上に当たる本債券を有する債権者は、債権者集会の目的

である事項及び招集の理由を記載した書面を募集の受託会社に提出して、債権者集

会の招集を請求することができる。 

(5) 本債券の債権者は、債権者集会において、その有する本債券の金額（償還済みの額

を除く。）に応じて、議決権を有するものとする。 

(6) 前号の規定にかかわらず、当機構は、その有する本債券については、議決権を有し

ない。 

(7) 債権者集会において決議をする事項を可決するには、議決権者（議決権を行使する

ことができる本債券の債権者をいう。以下本募集要項において同じ。）の議決権の総

額の５分の１以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の３分の２以上の議

決権を有する者の同意がなければならない。 

(8) 前号の場合においては、以下のいずれかに該当する決議をすることはできないもの

とし、これらに該当する決議がされた場合、かかる決議は効力を有しない。 

①債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は本要項の定めに違反する

とき 

②決議が不正の方法によって成立するに至ったとき 

③決議が著しく不公正であるとき 

④決議が本債券の債権者の一般の利益に反するとき 

(9) 本債券の債権者は、本人又はその代理人によって、債権者集会に出席することがで

きる。当機構は、その代表者を当該集会に出席させ、又は書面により意見を述べる

ことができる。本人又はその代理人が当該集会に出席しない本債券の債権者は、募

集の受託会社が定めるところにしたがい、書面によって議決権を行使することがで

きる。書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入

する。 

(10)債権者集会の決議は、本債券を有するすべての債権者に対して効力を有するものと

し、その執行は募集の受託会社があたるものとする。 

(11)本項に定めるほか債権者集会に関する手続は当機構と募集の受託会社が協議して定

め、本欄第５項(2)に定める方法により公告する。 

(12)本項の手続に要する合理的な費用は、当機構の負担とする。 

９．募集の受託会社への事業概況等の報告 

(1) 当機構は、毎年、事業の概況、決算の概況等が記載された書類を募集の受託会社に

提出する。 

(2) 募集の受託会社は、本債券の債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、

契約又は当機構の内部規則その他の定めに反しない範囲において、当機構に対し、

業務、財産状況を知るために必要な書類の提出を請求することができる。 
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２．債券の引受け及び債券発行事務の委託（５年債） 

債
券
の
引
受 

引受人の氏名又は名称 住    所 引受金額 引受けの条件 

 

野村證券株式会社 

みずほ証券株式会社 

しんきん証券株式会社 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

株式会社 

 

 

東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

東京都千代田区大手町一丁目５番１号 

東京都中央区京橋三丁目８番１号 

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 

百万円 

3,900 

2,700 

2,700 

1,600 

 

１．引受人は、

本債券の全

額につき、

共同して買

取引受を行

う。 

２．本債券の

引受手数料

は 、 総 額

2,452 万５

千 円 と す

る。 

 

計  10,900 

債
券
発
行
事
務
の
受
託 

債 券 発 行 事 務 

受 託 会 社 の 名 称 
住    所 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 
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３．新規発行債券（10年債） 

銘 柄 
第 123回鉄道建設・運輸施設 

整備支援機構債券 
債 券 の 総 額 金 17,200,000,000 円 

社債、株式等の 

振 替 に 関 す る 

法 律 の 適 用 

本債券は、社債、株式等の振替に関

する法律（平成 13年法律第 75号）

の規定の適用を受けるものとする。 

発 行 価 額  

の 総 額 
金 17,200,000,000 円 

各 債 券 の 金 額 1,000万円 申 込 期 間 平成 31年２月８日 

発 行 価 格 各債券の金額 100円につき金 100円 申 込 証 拠 金 

各債券の金額 100円につき金 100円

とし、払込期日に払込金に振替充当

する。 

申込証拠金には、利息を付けない。 

利 率 年 0.160パーセント 払 込 期 日 平成 31年２月 27日 

利 払 日 毎年６月 20日及び 12月 20日 申込取扱場所 
別項引受金融商品取引業者の本店

及び国内各支店 

償 還 期 限 平成 41年２月 27日 振 替 機 関 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目

１番１号 

募 集 の 方 法 一般募集 

利息支払の方法 １．利息支払の方法及び期限 

(1) 本債券の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成 31 年６月 20 日

を第１回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後、毎年６月 20日及び 12

月 20日の２回に、各その日までの前半箇年分を支払う。 

(2) 発行日の翌日から第１回の利払期日までの期間につき利息を計算するとき及び償還

の場合に半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割をもってこれを計算

する。 

(3) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。 

(4) 償還期日後は、利息をつけない。 

償 還 の 方 法 １．償還金額 

   各債券の金額 100円につき金 100円 

２．償還の方法及び期限 

(1) 本債券の元金は、平成 41年２月 27日にその総額を償還する。 

(2) 償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。 

(3) 本債券の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 

担 保  本債券の債権者は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の定めるところに

より、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「当機構」という。）の財産に

ついて、他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 

財

務

上

の

特

約 

担保提供制限 該当条項なし（本債券は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。） 

その他の条項 該当条項なし 
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摘   要 

 

１．信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付 

(1) 株式会社格付投資情報センター（以下「R&I」という。） 

本債券について、当機構は R&IからＡＡの信用格付を平成 31年２月８日付で取得し

ている。 

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の

債務等が約定通りに履行される確実性（信用力）に対する R&Iの意見である。R&Iは

信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リス

ク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの

信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。

また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見について

の正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項に

ついて、いかなる保証もしていない。 

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、

これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と

判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、

その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。 

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、

その蓋然性が高まったと R&I が判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力との

ノッチ差を拡大することがある。 

本債券の申込期間中に本債券に関して R&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホ

ームページ（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コ

メント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポー

ト検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入

手することが出来ない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。 

R&I:電話番号 03-6273-7471 

(2) ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下「ムーディーズ」という。） 

本債券について、当機構はムーディーズからＡ１の信用格付を平成 31年２月８日付

で取得している。 

ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相

対的信用リスクについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、

信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデ

フォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義して

いる。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リ

スク及びその他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付

は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、

又は保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっ

ても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商

品性及び特定の目的への適合性について、（明示的、黙示的を問わず）いかなる保証

も行っていない。発行体又は債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、又は

公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情

報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考え

られるものであることを確保するため、すべての必要な措置を講じている。しかし、

ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に

独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を

変更することがある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況

により、本格付を取り下げることがある。 

本債券の申込期間中に本債券に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先

は、ムーディーズのホームページ（http://www.moodys.co.jp/）の「当社格付に関

する情報」の「レポート」コーナーの「プレスリリース － ムーディーズ・ジャ

パン」をクリックして表示される「格付情報：ムーディーズ・ジャパン株式会社」

に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手すること

が出来ない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。 

ムーディーズ:電話番号 03-5408-4100 
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摘   要 

 

２．募集の受託会社 

(1) 本債券に関する募集の受託会社（以下「募集の受託会社」という。）は、株式会社み

ずほ銀行とする。 

(2) 募集の受託会社は、本債券の債権者のために本債券に基づく支払の弁済を受け、又

は本債券の債権者の権利の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の

行為をなす権限及び義務を有する。 

(3) 募集の受託会社は、法令、本債券の発行要項（以下「本要項」という。）並びに当機

構及び募集の受託会社との間の平成 31年２月８日付第 123回鉄道建設・運輸施設整

備支援機構債券募集委託契約証書（以下「募集委託契約」という。）に定める職務を

行う。 

(4) 本債券の債権者は、募集委託契約に定める募集の受託会社の権限及び義務に関する

すべての規定の利益並びに募集の受託会社によるかかる権限の行使及びかかる義務

の履行による利益を享受することができる。 

３．期限の利益喪失に関する特約 

当機構は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本債券について期限の利

益を失う。 

(1) 当機構が別記「利息支払の方法」欄第１項又は別記「償還の方法」欄第２項の規定

に違背し、５営業日以内に履行又は治癒されないとき。 

(2) 当機構が発行する本債券以外の債券又はその他の借入金債務について期限の利益を

喪失し、又は期限が到来したにもかかわらず５営業日以内にその弁済をすることが

できないとき。又は、当機構以外の債券若しくはその他の借入金債務に対して当機

構が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、契約上定められ

た保証債務を履行すべき期間の最終日から５営業日以内にその履行がされないと

き。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が 30億円を超えない場合は、この限

りでない。 

(3) 当機構が解散することを定める法令及び解散の期日を定める法令が公布され、かつ

当機構の解散期日の１箇月前までに、本債券の債務の総額について他の法人に承継

する法令が公布されていないとき。 

(4) 法令若しくは裁判所の決定により、当機構又は当機構が解散して本債券の債務を承

継した法人に対して、破産手続、株式会社における更生手続、特別清算手続その他

これらに準ずる倒産処理手続に相当する手続が開始されたとき。 

４．期限の利益喪失の公告 

前項の規定により当機構が本債券について期限の利益を喪失したときは、募集の受託

会社はその旨を本欄第５項(2)に定める方法により公告する。 

５．公告の方法 

(1) 本債券に関し、本債券の債権者の利害に関係を有する事項であって、募集の受託会社

が債権者にこれを通知する必要があると認める事項がある場合は、これを公告する。 

(2) 本債券につき公告の必要が生じた場合は、法令又は契約に別段の定めがあるものを

除き、官報並びに東京都及び大阪市で発行される各１種以上の新聞紙にこれを掲載

することにより行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することが

できる。 

６．債券原簿の公示 

当機構は、その本社に債券原簿を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。 

７．本要項の変更 

(1) 当機構は、募集の受託会社と協議のうえ、本債券の債権者の利害に重大なる関係を

有する事項を除き、本要項を変更することができる。 

(2) 前号に基づき本要項が変更されたときは、当機構はその内容を公告する。ただし、

当機構と募集の受託会社が協議のうえ不要と認めた場合は、この限りでない。 

８．本債券の債権者集会 

(1) 本債券の債権者集会（以下「債権者集会」という。）は、本債券の全部についてする

その支払の猶予その他本債券の債権者の利害に重大な影響を及ぼす事項について決

議をすることができる。 

(2) 債権者集会は、東京都において行う。 

(3) 債権者集会は、当機構又は募集の受託会社がこれを招集するものとし、債権者集会

の日の３週間前までに、債権者集会を招集する旨及び債権者集会の目的である事項

その他必要な事項を公告する。 
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摘   要 

 

(4) 本債券総額（償還済みの額を除く。また、当機構が有する本債券の金額はこれに算

入しない。）の 10 分の１以上に当たる本債券を有する債権者は、債権者集会の目的

である事項及び招集の理由を記載した書面を募集の受託会社に提出して、債権者集

会の招集を請求することができる。 

(5) 本債券の債権者は、債権者集会において、その有する本債券の金額（償還済みの額

を除く。）に応じて、議決権を有するものとする。 

(6) 前号の規定にかかわらず、当機構は、その有する本債券については、議決権を有し

ない。 

(7) 債権者集会において決議をする事項を可決するには、議決権者（議決権を行使する

ことができる本債券の債権者をいう。以下本募集要項において同じ。）の議決権の総

額の５分の１以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の３分の２以上の議

決権を有する者の同意がなければならない。 

(8) 前号の場合においては、以下のいずれかに該当する決議をすることはできないもの

とし、これらに該当する決議がされた場合、かかる決議は効力を有しない。 

①債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は本要項の定めに違反する

とき 

②決議が不正の方法によって成立するに至ったとき 

③決議が著しく不公正であるとき 

④決議が本債券の債権者の一般の利益に反するとき 

(9) 本債券の債権者は、本人又はその代理人によって、債権者集会に出席することがで

きる。当機構は、その代表者を当該集会に出席させ、又は書面により意見を述べる

ことができる。本人又はその代理人が当該集会に出席しない本債券の債権者は、募

集の受託会社が定めるところにしたがい、書面によって議決権を行使することがで

きる。書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入

する。 

(10)債権者集会の決議は、本債券を有するすべての債権者に対して効力を有するものと

し、その執行は募集の受託会社があたるものとする。 

(11)本項に定めるほか債権者集会に関する手続は当機構と募集の受託会社が協議して定

め、本欄第５項(2)に定める方法により公告する。 

(12)本項の手続に要する合理的な費用は、当機構の負担とする。 

９．募集の受託会社への事業概況等の報告 

(1) 当機構は、毎年、事業の概況、決算の概況等が記載された書類を募集の受託会社に

提出する。 

(2) 募集の受託会社は、本債券の債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、

契約又は当機構の内部規則その他の定めに反しない範囲において、当機構に対し、

業務、財産状況を知るために必要な書類の提出を請求することができる。 
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４．債券の引受け及び債券発行事務の委託（10年債） 

債
券
の
引
受 

引受人の氏名又は名称 住    所 引受金額 引受けの条件 

 

野村證券株式会社 

みずほ証券株式会社 

しんきん証券株式会社 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

株式会社 

 

東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

東京都千代田区大手町一丁目５番１号 

東京都中央区京橋三丁目８番１号 

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 

百万円 

6,100  

4,300 

4,300 

2,500 

 

１．引受人は、

本債券の全

額につき、

共同して買

取引受を行

う。 

２．本債券の引

受 手 数 料

は 、 総 額

5,160 万円

とする。 

計  17,200 

債
券
発
行
事
務
の
受
託 

債 券 発 行 事 務 

受 託 会 社 の 名 称 
住    所 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 
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５．新規発行債券（20年債） 

銘 柄 
第 124回鉄道建設・運輸施設 

整備支援機構債券 
債 券 の 総 額 金 10,000,000,000 円 

社債、株式等の 

振 替 に 関 す る 

法 律 の 適 用 

本債券は、社債、株式等の振替に関

する法律（平成 13年法律第 75号）

の規定の適用を受けるものとする。 

発 行 価 額  

の 総 額 
金 10,000,000,000 円 

各 債 券 の 金 額 1,000万円 申 込 期 間 平成 31年２月８日 

発 行 価 格 各債券の金額 100円につき金 100円 申 込 証 拠 金 

各債券の金額 100円につき金 100円

とし、払込期日に払込金に振替充当

する。 

申込証拠金には、利息を付けない。 

利 率 年 0.477パーセント 払 込 期 日 平成 31年２月 27日 

利 払 日 毎年６月 20日及び 12月 20日 申込取扱場所 
別項引受金融商品取引業者の本店

及び国内各支店 

償 還 期 限 平成 51年２月 25日 振 替 機 関 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目

１番１号 

募 集 の 方 法 一般募集 

利息支払の方法 １．利息支払の方法及び期限 

(1) 本債券の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成 31 年６月 20 日

を第１回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後、毎年６月 20日及び 12

月 20日の２回に、各その日までの前半箇年分を支払う。 

(2) 発行日の翌日から第１回の利払期日までの期間につき利息を計算するとき及び償還

の場合に半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割をもってこれを計算

する。 

(3) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。 

(4) 償還期日後は、利息をつけない。 

償 還 の 方 法 １．償還金額 

   各債券の金額 100円につき金 100円 

２．償還の方法及び期限 

(1) 本債券の元金は、平成 51年２月 25日にその総額を償還する。 

(2) 償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。 

(3) 本債券の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 

担 保  本債券の債権者は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の定めるところに

より、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「当機構」という。）の財産に

ついて、他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 

財

務

上

の

特

約 

担保提供制限 該当条項なし（本債券は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。） 

その他の条項 該当条項なし 
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摘   要 

 

１．信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付 

(1) 株式会社格付投資情報センター（以下「R&I」という。） 

本債券について、当機構は R&IからＡＡの信用格付を平成 31年２月８日付で取得し

ている。 

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の

債務等が約定通りに履行される確実性（信用力）に対する R&Iの意見である。R&Iは

信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リス

ク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの

信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。

また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見について

の正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項に

ついて、いかなる保証もしていない。 

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、

これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と

判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、

その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。 

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、

その蓋然性が高まったと R&I が判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力との

ノッチ差を拡大することがある。 

本債券の申込期間中に本債券に関して R&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホ

ームページ（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コ

メント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポー

ト検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入

手することが出来ない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。 

R&I:電話番号 03-6273-7471 

(2) ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下「ムーディーズ」という。） 

本債券について、当機構はムーディーズからＡ１の信用格付を平成 31年２月８日付

で取得している。 

ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相

対的信用リスクについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、

信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデ

フォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義して

いる。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リ

スク及びその他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付

は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、

又は保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっ

ても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商

品性及び特定の目的への適合性について、（明示的、黙示的を問わず）いかなる保証

も行っていない。発行体又は債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、又は

公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情

報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考え

られるものであることを確保するため、すべての必要な措置を講じている。しかし、

ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に

独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を

変更することがある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況

により、本格付を取り下げることがある。 

本債券の申込期間中に本債券に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先

は、ムーディーズのホームページ（http://www.moodys.co.jp/）の「当社格付に関

する情報」の「レポート」コーナーの「プレスリリース － ムーディーズ・ジャ

パン」をクリックして表示される「格付情報：ムーディーズ・ジャパン株式会社」

に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手すること

が出来ない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。 

ムーディーズ:電話番号 03-5408-4100 
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摘   要 

 

２．募集の受託会社 

(1) 本債券に関する募集の受託会社（以下「募集の受託会社」という。）は、株式会社み

ずほ銀行とする。 

(2) 募集の受託会社は、本債券の債権者のために本債券に基づく支払の弁済を受け、又

は本債券の債権者の権利の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の

行為をなす権限及び義務を有する。 

(3) 募集の受託会社は、法令、本債券の発行要項（以下「本要項」という。）並びに当機

構及び募集の受託会社との間の平成 31年２月８日付第 124回鉄道建設・運輸施設整

備支援機構債券募集委託契約証書（以下「募集委託契約」という。）に定める職務を

行う。 

(4) 本債券の債権者は、募集委託契約に定める募集の受託会社の権限及び義務に関する

すべての規定の利益並びに募集の受託会社によるかかる権限の行使及びかかる義務

の履行による利益を享受することができる。 

３．期限の利益喪失に関する特約 

当機構は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本債券について期限の利

益を失う。 

(1) 当機構が別記「利息支払の方法」欄第１項又は別記「償還の方法」欄第２項の規定

に違背し、５営業日以内に履行又は治癒されないとき。 

(2) 当機構が発行する本債券以外の債券又はその他の借入金債務について期限の利益を

喪失し、又は期限が到来したにもかかわらず５営業日以内にその弁済をすることが

できないとき。又は、当機構以外の債券若しくはその他の借入金債務に対して当機

構が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、契約上定められ

た保証債務を履行すべき期間の最終日から５営業日以内にその履行がされないと

き。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が 30億円を超えない場合は、この限

りでない。 

(3) 当機構が解散することを定める法令及び解散の期日を定める法令が公布され、かつ

当機構の解散期日の１箇月前までに、本債券の債務の総額について他の法人に承継

する法令が公布されていないとき。 

(4) 法令若しくは裁判所の決定により、当機構又は当機構が解散して本債券の債務を承

継した法人に対して、破産手続、株式会社における更生手続、特別清算手続その他

これらに準ずる倒産処理手続に相当する手続が開始されたとき。 

４．期限の利益喪失の公告 

前項の規定により当機構が本債券について期限の利益を喪失したときは、募集の受託

会社はその旨を本欄第５項(2)に定める方法により公告する。 

５．公告の方法 

(1) 本債券に関し、本債券の債権者の利害に関係を有する事項であって、募集の受託会社

が債権者にこれを通知する必要があると認める事項がある場合は、これを公告する。 

(2) 本債券につき公告の必要が生じた場合は、法令又は契約に別段の定めがあるものを

除き、官報並びに東京都及び大阪市で発行される各１種以上の新聞紙にこれを掲載

することにより行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することが

できる。 

６．債券原簿の公示 

当機構は、その本社に債券原簿を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。 

７．本要項の変更 

(1) 当機構は、募集の受託会社と協議のうえ、本債券の債権者の利害に重大なる関係を

有する事項を除き、本要項を変更することができる。 

(2) 前号に基づき本要項が変更されたときは、当機構はその内容を公告する。ただし、

当機構と募集の受託会社が協議のうえ不要と認めた場合は、この限りでない。 

８．本債券の債権者集会 

(1) 本債券の債権者集会（以下「債権者集会」という。）は、本債券の全部についてする

その支払の猶予その他本債券の債権者の利害に重大な影響を及ぼす事項について決

議をすることができる。 

(2) 債権者集会は、東京都において行う。 

(3) 債権者集会は、当機構又は募集の受託会社がこれを招集するものとし、債権者集会

の日の３週間前までに、債権者集会を招集する旨及び債権者集会の目的である事項

その他必要な事項を公告する。 
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摘   要 

 

(4) 本債券総額（償還済みの額を除く。また、当機構が有する本債券の金額はこれに算

入しない。）の 10 分の１以上に当たる本債券を有する債権者は、債権者集会の目的

である事項及び招集の理由を記載した書面を募集の受託会社に提出して、債権者集

会の招集を請求することができる。 

(5) 本債券の債権者は、債権者集会において、その有する本債券の金額（償還済みの額

を除く。）に応じて、議決権を有するものとする。 

(6) 前号の規定にかかわらず、当機構は、その有する本債券については、議決権を有し

ない。 

(7) 債権者集会において決議をする事項を可決するには、議決権者（議決権を行使する

ことができる本債券の債権者をいう。以下本募集要項において同じ。）の議決権の総

額の５分の１以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の３分の２以上の議

決権を有する者の同意がなければならない。 

(8) 前号の場合においては、以下のいずれかに該当する決議をすることはできないもの

とし、これらに該当する決議がされた場合、かかる決議は効力を有しない。 

①債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は本要項の定めに違反する

とき 

②決議が不正の方法によって成立するに至ったとき 

③決議が著しく不公正であるとき 

④決議が本債券の債権者の一般の利益に反するとき 

(9) 本債券の債権者は、本人又はその代理人によって、債権者集会に出席することがで

きる。当機構は、その代表者を当該集会に出席させ、又は書面により意見を述べる

ことができる。本人又はその代理人が当該集会に出席しない本債券の債権者は、募

集の受託会社が定めるところにしたがい、書面によって議決権を行使することがで

きる。書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入

する。 

(10)債権者集会の決議は、本債券を有するすべての債権者に対して効力を有するものと

し、その執行は募集の受託会社があたるものとする。 

(11)本項に定めるほか債権者集会に関する手続は当機構と募集の受託会社が協議して定

め、本欄第５項(2)に定める方法により公告する。 

(12)本項の手続に要する合理的な費用は、当機構の負担とする。 

９．募集の受託会社への事業概況等の報告 

(1) 当機構は、毎年、事業の概況、決算の概況等が記載された書類を募集の受託会社に

提出する。 

(2) 募集の受託会社は、本債券の債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、

契約又は当機構の内部規則その他の定めに反しない範囲において、当機構に対し、

業務、財産状況を知るために必要な書類の提出を請求することができる。 
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６．債券の引受け及び債券発行事務の委託（20年債） 

債
券
の
引
受 

引受人の氏名又は名称 住    所 引受金額 引受けの条件 

 

野村證券株式会社 

みずほ証券株式会社 

しんきん証券株式会社 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

株式会社 

 

東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

東京都千代田区大手町一丁目５番１号 

東京都中央区京橋三丁目８番１号 

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 

百万円 

3,500  

2,500 

2,500 

1,500 

 

１．引受人は、

本債券の全

額につき、

共同して買

取引受を行

う。 

２．本債券の引

受 手 数 料

は 、 総 額

4,000 万円

とする。 

計  10,000 

債
券
発
行
事
務
の
受
託 

債 券 発 行 事 務 

受 託 会 社 の 名 称 
住    所 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 
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７．本債券の発行により調達する資金の使途 

 (１) 新規発行による手取金の額 

 

払 込 金 額 の 総 額 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 差 引 手 取 概 算 額 

38,100,000,000 円 130,820,851 円 37,969,179,149 円 

 （注）上記金額は、第 122回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券、第 123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券

及び第 124回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券の合計金額です。 

 

(２) 手取金の使途 

上記の手取概算額 37,969,179,149 円は、平成 31年３月までに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

第 13条第１項第６号から８号及び第 10号の業務に充当する予定です。 
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第２ 参照情報 

１．参照書類 

当機構の経理の状況等、その他の事業の内容に関する重要な事項及びその他の事項については、本説明書法人情報

の部（平成30年８月８日現在）をご参照下さい。   

 

２．参照書類の補完情報 

（Ⅰ）「事業等のリスク」について 

本債券の発行者である当機構の詳細について記載し、本説明書証券情報の部と一体をなす本説明書法人情報の部

（平成30年８月８日現在）に記載の「事業等のリスク」について、本説明書証券情報の部作成日（平成31年２月８日）

までの間に生じた変更その他の事由はありません。また、本説明書法人情報の部には、将来に関する事項が記載され

ておりますが、本説明書証券情報の部作成日（平成31年２月８日）現在においてもその判断に変更はありません。 

 

（Ⅱ）その他 

上記「（Ⅰ）「事業等のリスク」について」のほか、本説明書法人情報の部（平成30年８月８日現在）につき、本説

明書証券情報の部作成日（平成31年２月８日）までの間において変更が生じた事項を以下に一括して記載いたします

（変更箇所は下線で示しております。）。 

第１ 法人の概況 

３．事業の内容 

（１）設立の経緯及び目的 

（略） 

さらに、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律（平成 30年法律第 40号）の成立・公布

に伴い、平成 30年８月 31日より、海外高速鉄道調査等業務等（新幹線鉄道（機構法第四条第三号に規定する新幹

線鉄道をいう。）の技術が活用され、又は活用されることが見込まれる海外の高速鉄道に関する調査、測量、設計、

工事管理、試験及び研究を行う業務等）が追加されました。 

 

（２）資本金の構成 

当機構の資本金は 1,151 億 6,970 万 6,543 円（平成 31 年 2 月１日現在）であり、全額が政府出資金です。各勘

定の構成は以下の通りです。 

 （内訳）   

 （単位：百万円）  

 建設勘定 …………………………………………………………………………………………… 51,508  

 海事勘定 …………………………………………………………………………………………… 63,567  

 地域公共交通等勘定 ……………………………………………………………………………… -  

 助成勘定 …………………………………………………………………………………………… 95  

 特例業務勘定 ……………………………………………………………………………………… -  

 資本合計 115,170  
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（３）組織図（平成 31年 2月 1日現在） 

 

 

理 事 長

国 際 部 （国際管理課、国際推進課、国際支援課）

関 東 甲 信 工 事 局

東 京 支 社

大 阪 支 社

北 海 道 新 幹 線 建 設 局

九 州 新 幹 線 建 設 局

青 森 工 事 事 務 所

国 鉄 清 算事 業用 地部 （企画課、用地業務課）

経営自立推進 ・財務部 （経営自立推進・財務企画課、財務管理課）

共 済 業 務 室

共 有 船 舶企 画管 理部 （経営企画課、管理課、特別管理課）

共 有 船 舶建 造支 援部 （建造支援課、建造促進課、技術企画課、技術支援課）

国 鉄 清 算事 業管 理部 （管理課、職員課）

新 幹 線 部 （新幹線第一課、新幹線第二課、新幹線第三課、新幹線第四課）

工 務 部 （工務第一課、工務第二課、工務第三課）

建 設 部 （建設第一課、建設第二課）

理 事 （ ７ ） 設 備 部 （軌道課、機械課、建築課）

電 気 部 （電気管理課、電力課、信号通信課）監 事 （ ３ ）

副 理 事 長 設 計 部 （設計第一課、設計第二課）

理 事 長 代 理 用 地 部 （用地管理課、用地課）

施 設 管 理 部 （鉄道施設貸付課、鉄道施設譲渡課）

鉄 道 助 成 部 （特定財源管理課、助成第一課、助成第二課）

技 術 企 画 部 （技術企画課、調査課、積算課、運輸計画課）

（総務課、広報課、秘書課、人事課、労務課、厚生課）

企 画 部

経 理 資 金 部 （予算課、財務課、資金企画課、資金管理課、会計課）

事 業 監 理 部 （監理総務課、事業監理課、計画課、工事契約監理課）

（企画課、地域公共交通出資課、鉄道総合支援課、情報システム課）

工 務 ・ 建 設 統 括 役

国鉄清算事業用地統括役

経 営 自 立 推 進 統 括 役

審 議 役

監 査 部

総 務 部

渉 外 ・ 用 地 統 括 役

監査 ・事業監理統括役

施設管理・中央新幹線融資統括役

鉄 道 助 成 統 括 役

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構組織図
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（６）当機構の業務内容について 

①鉄道建設業務 

＜整備新幹線＞ 

線   名 区   間 線 路 延 長 備 考 

北海道新幹線 
新青森・新函館北斗 149km 平成28年３月開業 

新函館北斗･札幌 212km 建設中 

東北新幹線 
盛岡･八戸 97km 平成14年12月開業 

八戸･新青森 82km 平成22年12月開業 

北陸新幹線 

高崎･長野 117km 平成９年10月開業 

長野･金沢 228km 平成27年３月開業 

金沢・敦賀 125km 建設中 

九州新幹線 

博多･新八代 130km 平成23年３月開業 

新八代･鹿児島中央 127km 平成16年３月開業 

武雄温泉･長崎 66km 建設中 

計 
営業中 929km  

建設中 403km  

合  計  1,332km 駅間距離 

 （注１）単位未満四捨五入のため、計及び合計は必ずしも一致しません。 

 （注２）新函館北斗は、工事実施計画上は新函館（仮称）といいます。 

 

 

②国際業務 

当機構は海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律（平成 30年法律第 40号）に基づき、従来 

より他の業務の遂行に支障の無い範囲内で行ってきた海外の鉄道に関する技術協力等の業務に加え、我が国の新幹線

技術の活用が見込まれる海外高速鉄道に関する調査等の業務を行います。 

 

③船舶共有建造業務 

（略） 

④地域公共交通出資等業務 

（略） 

⑤内航海運活性化融資業務 

（略） 

⑥鉄道助成業務 

（略） 

⑦国鉄清算業務 

（略） 

 

（７）損益構造について 

⑤特例業務勘定 

特例業務については、債務等処理法に基づき、旧清算事業団から承継した土地、ＪＲ株式の資産処分収入及び国鉄

改革に伴い設定された新幹線債権収入等により、旧国鉄職員の年金の給付に要する費用等を支払うスキームとなって

おります。 

旧国鉄職員の年金等の支払のための引当金は適正に確保しており、また、債務等処理法の一部を改正する法律の施

行に伴い実施している鉄道関連施策については、特例業務勘定の収入の範囲内で実施することを予定しており、当機

構の経営・財務状況に問題は生じないものと考えております。 
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各勘定の年度の予算、収支計画及び資金計画は年度計画にて規定されております。それらの具体的な内容につきま

しては当機構ホームページ(http://www.jrtt.go.jp/)の“機構案内”をご参照下さい。 

 

 

６．鉄道建設業務等の概要について 

（１）新幹線の建設 

平成 30 年度の新幹線建設の事業については、北海道新幹線（新青森・新函館北斗間、新函館北斗・札幌間）、北陸

新幹線（金沢・敦賀間）及び九州新幹線（武雄温泉・長崎間）の３線４区間の建設を行います。 

北海道新幹線の新青森・新函館北斗間 148.3kmについては、平成 28年３月 26日に開業しました。平成 30年度は、

昨年度に引き続き、共用区間の高速化対応工事及び環境対策工事等を行います。 

北海道新幹線の新函館北斗・札幌間 211.9km については、渡島トンネル、立岩トンネル及び後志トンネル等の工事

を行います。また、昨年度に引き続き、用地取得や調査・設計を進めます。 

北陸新幹線の金沢・敦賀間 114.6km については、新北陸トンネル等のトンネル工事並びに九頭竜川橋りょう等の橋

りょう・高架橋工事をはじめ、全線にわたり土木工事を進めます。また、軌道・電気・建築等開業設備工事の準備を

進めます。 

九州新幹線武雄温泉・長崎間 67.0kmについては、長崎駅高架橋および大村車両基地路盤をはじめ、全線にわたり土

木工事を進めます。また、軌道・電気・建築等開業設備工事の発注を進めます。 

整備計画路線であって、工事実施計画の認可を受けていない路線における整備新幹線建設推進高度化等事業は、工

事を円滑に実施するための調査を行います。 

（単位：百万円） 

線 名・区 間 
工事延長 

km 

平成 28年度 

実施額 

平成 29年度 

実施額 

平成 30年度 

事業費 

事業費 

完成予定 

又は完成年度 

鉄道事業者又は

軌道経営者 

 北海道新幹線      

北海道旅客鉄道

株式会社 

新青森・新函館北斗間 148.3 19,885 12,781 3,000 
平成 31 年度末 

（平成 28 年３月

26 日開業） 

新函館北斗・札幌間 211.9 25,047 29,857 37,000 
新青森・新函館北

斗間の開業から

概ね 20 年後（注４） 

北陸新幹線      東日本旅客鉄道
株式会社 
西日本旅客鉄道
株式会社 

長野・金沢間 231.1 8,045 7,688 － 平成 29 年度  

金沢・敦賀間 114.6 72,890 127,631 225,000 平成 34年度末（注 4） 西日本旅客鉄道

株式会社 

九州新幹線     

認可の日から概

ね 10 年後（注４） 

九州旅客鉄道株

式会社 武雄温泉・長崎間  67.0 51,947 67,416 83,000 

着工区間計 
 

541.8 

 

169,769 

 

245,373 

 

348,000  

 

 
（注２）（３線４区間） 

建設推進高度化等事業 3,269 2,512 2,500   

合    計 181,083 247,885 350,500 

  

（注１）平成 28年度及び平成 29年度実施額は決算額、平成 30 年度事業費は年度初の事業計画額としております。 
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（注２）上表「着工区間計」の路線・区間数及び建設延長については、平成 30年度事業費が計上されている路線の

合計としております。 

（注３）新函館北斗は、工事実施計画上は新函館（仮称）といいます。 

（注４）完成予定は平成 27 年１月 14 日の政府・与党申合せにおいて、沿線地方公共団体の最大限の取組を前提に

前倒しを図ることとされました。 

北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）：平成 47 年度から５年前倒しし、平成 42 年度末の完成・開業を目指

します。 

北陸新幹線（金沢・敦賀間）：平成 37年度から３年前倒しし、平成 34年度末の完成・開業を目指します。 

九州新幹線（武雄温泉・長崎間）：完成・開業時期を平成 34年度から可能な限り前倒しします。 

 

９．行政改革関連事項について 

④当機構の設立時の貸借対照表について 

（略） 

＜特例業務勘定＞ （単位：百万円） 

評価方法変更内容 変更理由 増減額 

処分用土地の評価 旧国鉄用地は、原則として民間精通者（不動産鑑定士）による不

動産価格評価に基づく価格から、工事原価及び販売経費等見込額

を控除した正味実現可能価額を評価額とする。 

33,475 

処分用有価証券の評価 上場株式（ＪＲ東海及びＪＲ西日本の株式）は、平成 15 年 10

月１日初値を評価額とする。また、未上場株式（ＪＲ三島貨物会

社）については、相続税の算定に当たって未公開の大企業の株式

を評価する際に一般的に用いられている「類似業種比準価額方

式」により評価を行うことが適正。 

439,302 

処分用その他の資産の評

価（処分用建物、処分用構

築物、未成工事支出金） 

処分用建物、構築物等（機能補償として整備しＪＲに引き渡す前

の資産）は、ＪＲと交換することが既に決定しているものであり、

市場性を有する資産ではないため、帳簿価額を評価額とする。ま

た、未成工事支出金に計上される資産は、工事完成時に処分用土

地価格に上乗せされるため、帳簿価額を評価額とする。 

△29,964 

関係会社の評価 旧国鉄用地の処分促進や暫定利用を行っている出資会社の株式

については、原則取得価額を評価額とする。但し、債務超過とな

っているものについては、ゼロ評価が適正。 

△5,810 
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第２ 事業の状況 

２．経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 

（４）国鉄清算業務関係 

① 年金費用等の支払及び資産処分等の円滑な実施等 

債務等処理法第 13条の規定に基づき、旧国鉄職員の恩給の給付に要する費用、旧国鉄職員の年金の給付に要する費

用、旧国鉄時代に発生した業務災害に係る業務災害補償費等について、円滑かつ確実に支払を実施します。 

北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社の株式については、国等の関係機関と

の連携を図りつつ、各社の今後の経営状況の推移等を見極めながら、適切な処分方法の検討等を行います。  

 

（５）広報・情報提供機能の整備 

④ パンフレット及び広報誌の活用 

機構が果たしている役割、業務について国民の理解をより促進するため、平成 30年９月に新パンフレットを作成し

ております。 

同パンフレットは業務説明会や鉄道フェスティバルなどの各種イベントで配布しているほか、四半期ごとに広報誌

を発行し、鉄道・船舶等関係事業者、関係官公庁、地方公共団体、大学等教育機関などに配布するとともにホームペ

ージに掲載して、積極的に情報発信を進めております。 

 

（６）鉄道建設の低コスト化及び工期短縮への取組み 

（略） 

機構プログラムは終了しましたが、公共事業を経済的、効率的に実施していくためにも、同プログラムの考え方に

基づきフォローアップを平成 29 年度まで継続し、平成 19 年度を基準として実績の把握を行うこととしております。

ただし、国土交通省と同様に、総合コスト改善率の目標値は参考とし、新たな目標値は設定しないこととしました。 

平成 30 年度以降は、第４期中期計画において技術開発の動向を踏まえてコスト縮減に努めると共に、コスト縮減

効果を整理・機構内で共有を図ることとしております。 

 

６．研究開発活動 
（３）学会等の受賞実績 

機構及びその前身たる旧公団における受賞の主なものは、次の通りです。 

路線名 受賞年 学会名 賞種別 受賞業績名 

青函トンネル 

昭和61年 イタリア・ジェノバ市 コロンブス賞 青函トンネル 

昭和62年 政府 内閣総理大臣顕彰 青函トンネルの完成 

昭和62年 土木学会 技術賞 青函トンネルの建設 

平成26年 土木学会 技術賞 
青函トンネルの耐久性能の検証・評価に
よる健全性の確立 

新幹線 

平成13年 イタリア・プリミエロ ルイジ・ネグレッリ賞 新幹線 

平成24年 「鉄道の日」実行委員会 日本鉄道賞 新幹線の新青森・鹿児島中央間の全通 

平成24年 電気科学技術奨励会 電気科学技術奨励賞 
PHCトロリ線を用いた新幹線用シンプル
架線の開発 

平成28年 

電気科学技術奨励会 電気科学技術奨励賞 
整備新幹線、無絶縁DS-ATCの開発と実用
化 

日本電気協会 澁澤賞 
超高圧受電に適したルーフ・デルタ結線
き電用変圧器の開発と実用化 

上越新幹線 昭和57年 土木学会 技術賞 東北・上越新幹線の建設 

北陸新幹線 平成７年 電気科学技術奨励会 電気科学技術奨励賞 
整備新幹線用高速シンプル架線の開発と
実用化 
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路線名 受賞年 学会名 賞種別 受賞業績名 

平成８年 土木学会 技術賞 
北陸新幹線高速分岐器（38番）の開発・
敷設（分岐側通過速度160km/hの高速分岐
器） 

平成９年 電気学会 電気学術振興賞 
北陸新幹線車両基地用不平衡補償単相き
電装置の開発 

平成９年 土木学会 技術賞 北陸新幹線（高崎・長野間）の建設 

平成20年 ＰＣ技術協会 協会賞（作品部門） 北陸新幹線姫川橋りょう 

平成21年 土木学会 技術賞 
超膨張性と高圧帯水層を有する特殊地山
に適合したトンネル施工技術の確立（飯
山トンネル） 

平成26年 

ＰＣ工学会 協会賞（作品部門） 北陸新幹線神通川橋りょう 

日本鉄道電気技術協会 鉄道電気技術賞 50/60Hz共用保護継電器の開発と実用化 

平成27年 

「鉄道の日」実行委員会 日本鉄道大賞 
沿線自治体との緊密なパートナーシップ
による北陸新幹線金沢開業 

鉄道建築協会 最優秀協会賞 北陸新幹線富山駅 

鉄道建築協会 協会賞 北陸新幹線金沢駅、飯山駅、新高岡駅 

照明学会 照明普及賞 北陸新幹線金沢駅の照明 

平成28年 土木学会 技術賞 
北陸新幹線（長野・金沢間）開業－北信
越地域と首都圏・関西圏との連携・交流
の画期的な促進－ 

平成29年 土木学会 技術賞 
最小限のインフラで最大級の効果を発揮
する雪害対策の確立－北陸新幹線、富
山・石川県内－ 

平成30年 電気学会 電気学術振興賞進歩賞 
誘導予測計算の高度化による経済的な北
陸新幹線ATC装置異周波妨害対策設備の
実現 

東北新幹線 

平成12年 土木学会 技術賞 
国内有数の膨圧地質を克服した世界最長
陸上トンネル（東北新幹線 岩手一戸ト
ンネルの施工） 

平成15年 鉄道建築協会 協会賞 二戸駅（東北新幹線・いわて銀河鉄道） 

平成17年 

土木学会 環境賞 

トンネル掘削で発生する鉱化変質岩に対
する環境対策 

（八甲田トンネルの施工） 

電気科学技術奨励会 電気科学技術奨励賞 
新幹線用電圧変動補償装置の開発と実用
化 

平成18年 

土木学会 技術賞 
世界最長陸上トンネルの施工 

（八甲田トンネル） 

電気学会 電気学術振興賞進歩賞 
新幹線用電圧変動補償装置の開発と実用
化 

平成19年 土木学会 技術賞 
NATMとシールドを融合した、新しいトン
ネル工法「SENS」の開発（東北新幹線三
本木原トンネル） 

平成20年 土木学会 技術賞 
小土被り・滞水土砂地山における経済的
かつ適用性の高い新しいトンネル施工技
術（東北新幹線八戸・七戸間トンネル群） 

平成21年 土木学会 田中賞（作品部門） 三内丸山架道橋 
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路線名 受賞年 学会名 賞種別 受賞業績名 

平成22年 鉄道建築協会 協会賞 東北新幹線七戸十和田、新青森駅 

平成23年 
土木学会 技術賞 

東北新幹線全線開業 

－高速鉄道ネットワークの新たな基軸を
担う東北新幹線（八戸・新青森間）の建
設－ 

照明学会 照明普及賞 東北新幹線新青森駅の照明 

平成24年 土木学会 技術賞 
安全な高速走行・保守の省力化に寄与す
るスラブ軌道の施工技術 

北海道新幹線 

平成25年 土木学会 技術賞 
山岳工法とシールド工法の境界領域にお
ける「SENS」の高速掘進（北海道新幹線
津軽蓬田トンネル） 

平成26年 地盤工学会 技術業績賞 

北海道新幹線への補強土構造物の適用 

（補強盛土、補強土擁壁から補強盛土一
体橋梁まで） 

平成28年 

照明学会 北海道優秀照明施設賞 北海道新幹線新函館北斗駅の照明 

鉄道建築協会 協会賞 北海道新幹線新函館北斗駅 

平成29年 

地盤工学会 技術業績賞 
軟弱泥炭地盤上の北海道新幹線函館総合
車両基地の盛土造成 

土木学会 技術賞 
北海道新幹線（新青森・新函館北斗間）
開業―津軽海峡線開通より28年、本州と
北海道を結ぶ高速鉄道新時代― 

日本鉄道電気技術協会 鉄道電気技術賞 
北海道新幹線用転換鎖錠装置の開発・実
用化 

九州新幹線 

平成15年 土木学会 技術賞 
水砕スラグを用いた透水性路盤による地
下水面下しらす地山のトンネル構造及び
施工方法の確立 

平成16年 「鉄道の日」実行委員会 日本鉄道賞 
同一ホーム対面乗換（新幹線-在来線特
急） 

平成16年 政府 
バリアフリー化推進功
労者表彰（内閣官房長

官表彰） 

九州新幹線新八代駅におけるバリアフリ
ー整備等 

平成16年 鉄道建築協会 協会賞 九州新幹線出水駅 

平成17年 土木学会 技術賞 
九州新幹線（新八代・鹿児島中央間）の
建設 

平成22年 
土木学会 田中賞（作品部門） 松原線路橋 

ＰＣ技術協会 協会賞（作品部門） 大野川橋りょう 

平成23年 
地盤工学会 技術業績賞 九州新幹線熊本総合車両基地造成事業 

照明学会 照明普及賞 九州新幹線新玉名駅の照明 

平成24年 土木学会 技術賞 

九州新幹線鹿児島ルート全線開業 

―九州の一体的な発展と関西圏・東アジ
ア地域との連携・交流の促進― 

平成25年 

土木学会 環境賞 
絶滅危惧種クロツラヘラサギの保全に配
慮した新幹線橋りょうの建設 

日本鉄道電気技術協会 
鉄道電気技術賞 

（効果特別賞） 

九州新幹線（博多・新八代間）集中連動
方式の開発と実用化 

京葉線 平成元年 土木学会 技術賞 
京葉湾岸地域と都心を直結する京葉線の
建設（東京～新木場～蘇我） 
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路線名 受賞年 学会名 賞種別 受賞業績名 

北総線 
平成３年 土木学会 技術賞 

都心と千葉ニュータウンを直結する北総
線の建設［高砂～新鎌ヶ谷～小室（千葉
ニュータウン）］ 

平成５年 運輸省 情報化貢献表彰 北総・公団線運行管理システム 

東葉高速線 
平成３年 土木学会 技術開発賞 

プレライニングによるトンネル掘削工法
（ＰＡＳＳ工法）の開発（東葉高速線勝
田台トンネル） 

平成８年 鉄道建築協会 運輸省鉄道局長賞 船橋日大前駅（東葉高速線） 

臨海副都心線 平成８年 鉄道建築協会 運輸省鉄道局長賞 国際展示場駅（臨海副都心線） 

臨海副都心線Ⅱ 

平成13年 土木学会 技術賞 
伸縮スポーク方式によるシールドの挿入
式拡径及び径の異なる地中接合技術の確
立 

平成15年 土木学会 技術賞 
首都圏の新しい鉄道ネットワークを形成
するりんかい線の建設 

東京ﾓﾉﾚｰﾙ 平成５年 土木学会 技術賞 
羽田空港沖合展開事業に伴うアクセス鉄
道の建設（整備場～羽田空港）［東京モノ
レール羽田新線］ 

ＪＲ東西線 平成８年 土木学会 技術賞 
大阪都心部を未経験の深さで東西に貫く
鉄道幹線「ＪＲ東西線」の建設 

山梨ﾘﾆｱ 

実験線 
平成10年 土木学会 技術賞 

超電導磁気浮上式鉄道山梨リニア実験線
の建設 

秋田新幹線 平成９年 土木学会 技術賞 
新幹線在来線直通化工事における急速施
工法の開発（秋田新幹線－機械化連続改
軌、市街地内高架橋急速施工） 

埼玉高速 

鉄道線 
平成12年 土木学会 環境賞 

地下鉄道トンネル断面を有効利用した日
本初の河川浄化導水路事業 

旧ｻ゙ ｨー ﾙﾏﾀﾃ゙ ｨ橋 昭和58年 土木学会 田中賞（作品部門） マタディ橋りょう建設事業 

中部国際空港連絡線 平成16年 ＰＣ技術協会 協会賞（作品部門） 中部国際空港連絡橋（鉄道） 

みなとみらい線 

平成16年 鉄道建築協会 国土交通省鉄道局長賞 みなとみらい線の駅 

平成17年 

土木学会 技術賞 
国際都市「横浜」の新しい都市空間を創
出するみなとみらい線の建設 

ワトフォード会議 
ブルネル賞 

建築部門奨励賞 
みなとみらい駅 

アジア交通学会 ＯＴＰＡ みなとみらい線 

平成19年 土木学会 デザイン賞 みなとみらい線 

つくば 

エクスプレス 

平成17年 

ＰＣ技術協会 協会賞（作品部門） PCU型桁式高架橋 

日本コンクリート工学
会 

協会賞（作品賞） アーチスラブ式高架橋 

「鉄道の日」実行委員会 
日本鉄道賞 

プロジェクト賞 
つくばエクスプレス 

平成18年 

土木学会 技術賞 

21世紀にふさわしいまちづくりと一体的
に整備した鉄道新線 

－ＩＴ拠点を結ぶつくばエクスプレスの
建設－ 

鉄道建築協会 国土交通省鉄道局長賞 守谷駅 

25



 

路線名 受賞年 学会名 賞種別 受賞業績名 

協会賞（作品部門） 研究学園駅・みらい平駅 

愛知環状鉄道線 平成17年 鉄道建築協会 協会賞（作品部門） 愛知環状鉄道万博八草駅 

仙台空港アクセ
ス線 

平成20年 
土木学会 技術賞 

拠点空港の機能強化と地域開発に貢献す
る空港アクセス鉄道 

鉄道建築協会 協会賞 仙台空港駅、杜せきのした駅、美田園駅 

成田スカイアク
セス線 

平成22年 「鉄道の日」実行委員会 日本鉄道賞 
JAPAN SPEED 日本の空港アクセスを世界ク
ラスへ 

平成23年 

土木学会 技術賞 成田新高速鉄道の建設 

日本鉄道電気技術協会 

鉄道電気技術賞最優
秀賞 

高番数分岐器を２台同期転換する転換鎖
錠装置の開発と実用化 

鉄道電気技術賞優秀
賞 

直流電化における160km/h対応き電ちょう
架コンパウンド架線の開発と実用化 

平成26年 電気科学技術奨励会 電気科学技術奨励賞 
160km/h走行に対応したき電ちょう架式コ
ンパウンドカテナリ電車線の開発 

三陸鉄道 平成27年 

土木学会 
技術賞 東日本大震災で被災した三陸鉄道の復旧 

田中賞（作品部門） 三陸鉄道ハイペ沢橋梁 

地盤工学会 技術業績賞 
三陸鉄道における地盤構造物による災害
復旧工事（耐震・津波抵抗性の向上） 

日本鉄道施設協会 技術賞（プロジェクト） 
三陸鉄道震災復旧工事における防災機能
の向上 

全日本建設技術協会 全建賞 三陸鉄道東日本大震災復旧事業 

小田急小田原線 平成30年 土木学会 技術賞 
日本初の営業線直下における4線地下式で
の線増連立事業－都市高速鉄道第9号線の
完逐－ 

えちぜん鉄道 平成30年 鉄道建築協会 協会賞（作品部門） えちぜん鉄道、福井駅 

そ の 他 

平成７年 運輸省 運輸大臣表彰 
鉄道施設の早期復旧 

（阪神・淡路大震災） 

平成12年 運輸省 情報化貢献表彰 交通計画支援システム 

平成15年 土木学会 技術開発賞 
GISを活用した交通計画支援システム
「GRAPE」の開発 

平成16年 
土木学会 技術開発賞 耐震性（セメント改良補強土）橋台の開発 

地盤工学会 技術開発賞 切取り補強土留め壁の開発と実用化 

平成17年 土木学会 技術開発賞 平面平滑型シート張り工法の開発 

平成18年 土木学会 技術開発賞 
初期高強度吹付けコンクリートを用いた
新支保パターンによるＮＡＴＭトンネル
の急速施工技術 

平成19年 電気科学技術奨励会 電気科学技術奨励賞 
新型結線（ルーフデルタ）き電用変圧器の
開発と実用化 

平成21年 土木学会 技術開発賞 
土構造物に対応したスラブ軌道用ＰC路盤
の開発 

 平成28年 

電気科学技術奨励会 電気科学技術奨励賞 整備新幹線、無絶縁DS-ATCの開発と実用化 

日本電気協会 澁澤賞 
超高圧受電に適したルーフ・デルタ結線き
電用変圧器の開発と実用化 
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（４）特許権等 

平成 31 年 2 月 1 日現在、当機構名で登録している特許権及び実用新案権の件数並びに当機構名で出願中の特許

権の件数は、次の通りです。 

区 分 登録 出願中 

特 許 権 90（１） ４ 

実用新案権 － － 

 （注）（ ）書きは外国での登録、出願分で再掲。 

 

第３ 設備の状況 

３．設備の新設、除却等の計画 

当機構の平成 30年度の建設勘定における主要な設備等への支出計画はありません。 

 

（国鉄清算業務関係） 

特例業務勘定において実施する業務は、国鉄清算業務であり限定的な業務であることから、事業用の宿舎等の不

動産は保有していません。 

また、平成 30年度以降においても新たな設備投資の支出計画はありません。 

以上の業務を除き、記載すべき重要な事項はありません。 
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第６ 法人の参考情報 

 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第４期中期目標 

 

平成３０年 ２月２８日 

（変更）平成３０年 ８月３１日 

 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第４期中期目標 

 

１．政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 

（略） 

これらの業務の実施においては、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針｣（平成

２５年１２月２４日閣議決定）等を踏まえ、中期目標管理法人として国民に対する説明責

任を果たしつつ、法人の政策実施機能の最大化を図るとともに、「交通政策基本計画」（平

成２７年２月１３日閣議決定）、「総合物流施策大綱」（平成２９年７月２８日閣議決定）

等における公共交通に関する政府方針及び「未来投資戦略２０１８」（平成３０年６月１

５日閣議決定）等におけるインフラシステム輸出の拡大に関する政府方針を実現すべく、

適切に遂行しているところである。 

（略） 

（別添）政策体系図 

 

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 (1) 鉄道建設等業務 

④ 我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組み 

我が国は鉄道分野について世界に誇れる高い技術力を有しており、機構は、その中で

唯一の公的な新幹線建設主体である。機構が有する土木、軌道、電気、機械等に関する

同分野の技術力やノウハウ、それらの要素間を全体として調整する機能を広く総合的に
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活用し、国土交通省の関連施策との連携を図りながら、海外社会資本事業への我が国事

業者の参入の促進に関する法律（平成３０年法律第４０号）第４条に規定する業務につ

いて、同法第３条の規定に基づき国土交通大臣が定める海外社会資本事業への我が国事

業者の参入の促進を図るための基本的な方針に従い、関係府省、我が国事業者等と相互

に連携を図りながら協力し、新幹線鉄道の技術が活用され、又は活用されることが見込

まれる海外の高速鉄道に関する事業性等の調査、測量、鉄道構造物や電気、機械設備等

の設計、工事管理、試験及び研究（以下「海外高速鉄道調査等」という。）を行い、海

外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図る。その際は、海外高速鉄道調査等

の実施が民業圧迫にならないよう配慮する。 

また、我が国の鉄道システムの海外展開に向けた国、関係団体等による取組みに

対して、機構の技術力や経験を活用し、海外への専門家の派遣や各国の研修員の受入れ

等、積極的に協力を行う。 

＜指標＞ 

・我が国事業者の参入を目指して機構が行った海外高速鉄道調査等の受注額 

・機構が海外高速鉄道調査等を行った結果参入した我が国事業者による鉄道 

システムの受注額 

・ 専門家派遣数（前中期目標期間実績：平成２５年度から平成２８年度まで

の実績・１２６人（２７カ国）） 

・ 研修員等受入数（前中期目標期間実績：平成２５年度から平成２８年度ま

での実績・４０２人（４１カ国）） 
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（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 政策体系図 

※国土交通省「政策目標及び施策目標」より抜粋 

○整備新幹線の整備を推進する              ○鉄道網を充実・活性化させる              ○地域公共交通の維持・活性化を推進する 
○海上物流基盤の強化等総合的な物流体系整備の推進、みなとの振興、安定的な国際海上輸送の確保を推進する  ○国際協力、連携等を推進する          

総合物流施策大綱（2017-2020）（平成29年7月28日閣議決定） 
〇内航海運の安定的輸送の確保と生産性向上のため、 「内航未来創
造プラン～たくましく日本を支え進化する～」（平成29年6 月内航海運

の活性化に向けた今後の方向性検討会策定）に基づく施策の推進
に取り組む。（略）先進的な船舶等 の開発・普及（ （略）独立行政法

人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の船舶共有建造制度の活用を
通じた円滑な代替建造の促進等） （略）を図る。  

独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定） 

交通政策基本計画（平成27年2月13日閣議決定）  
〇整備新幹線（北海道新幹線、北陸新幹線、九州新幹線）
の整備を着実に進める（略） 

〇都市鉄道の利用を促進するため、（略） 都市鉄道の
ネットワークの拡大・利便性の向上を推進する。 

〇コンパクトシティ化などの都市構造転換等に併せ、（略）
公共交通機関であるＬＲＴ・ＢＲＴ等の導入を促進する。 

国土交通省の政策・施策（鉄道・運輸機構関連） 

主な政府方針等 

未来投資戦略2018（平成30年6月15日閣議決定）  
〇「インフラシステム輸出戦略（平成30 年度改訂版）」（平成30 
年6月7日経協インフラ戦略会議決定）の重点施策を官民一体
で推進する。 

〇案件形成・発掘から施設の運営・維持管理等に至る一貫した
取組を行い、トータルな受注につなげる。その際、海外インフ
ラ展開法により、我が国独立行政法人等の知見を活用する。 

0 

（機構の目的） 【独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 抜粋】 

第三条  独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」という。）は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の
整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送に対する国民の需要の高度化、多様化等に的確に対応した大量
輸送機関を基幹とする輸送体系の確立並びにこれによる地域の振興並びに大都市の機能の維持及び増進を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上
に寄与することを目的とする。 

鉄道助成業務 

仙台市地下鉄東西線 

鉄道建設等業務 

 整備新幹線整備事業、都市
鉄道利便増進事業の着実な
進捗。 

 我が国鉄道技術の海外展開
に向けた海外の高速鉄道に
関する調査等の実施。 

北海道新幹線 

特例業務 
（国鉄清算業務） 

梅田駅（北） 

船舶共有建造業務 

高度二酸化炭素低減化船 

出資等業務 

LRT（イメージ） 

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構が果たす役割 

 交通インフラ・ネットワークの
機能拡充・強化に資するため、
整備新幹線、都市鉄道等への
適正かつ効率的な補助の実
施。 

 既設新幹線譲渡代金等の適
正かつ効率的な回収の実施。 

 物流効率化に資する船舶、地
域振興に資する船舶等の船
舶共有建造業務を実施。 

 良質な船舶建造のための技
術支援の実施。 

 地域公共交通の活性化等に
資する認定軌道運送高度化
事業等の実施に必要な資金
の出資等 

 内航海運活性化融資業務の
適切な実施。 

 旧国鉄職員等への年金費用
等の円滑かつ確実な支払 

 国鉄から承継した土地処分の
円滑な実施等 

 ＪＲ北海道、四国及びＪＲ貨物
の経営自立のための支援 
 

民間企業等
との適切な
役割分担 

 

内部統制の
充実・強化 

業務運営の
効率化の取
組みを実施 
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 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第４期中期計画 

平成３０年３月３０日 

（変更）平成３０年９月２０日 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第４期中期計画 

１．政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 

（略） 

特に、整備新幹線整備や都市鉄道利便向上施策、我が国鉄道技術の海外展開に向けた

取組みなどは、機構が有する高速鉄道その他の鉄道建設に関する技術や知見を十分に活

用するものである。また、船舶共有建造事業などは、民間に任せるだけでは課題の解決

が進まない状況であることから、国内海運政策を実現するために必要不可欠な業務につ

いて、民業補完する形で実施するものである。 

  （略） 

 

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（２）我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組み 

海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律（平成３０年法律

第４０号）第４条に規定する業務について、同法第３条の規定に基づき国土交通大

臣が定める海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るための基本的な

方針に従い、新幹線鉄道の技術が活用され、又は活用されることが見込まれる海外

の高速鉄道に関する事業性等の調査、測量、鉄道構造物や電気、機械設備等の設計、

工事管理、試験及び研究を行う。 

また、国等が進める我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組みに対し協力し、海

外への専門家派遣、各国の要人や研修員受入れ等の人的支援を行う。 
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５．予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

（１）予算、収支計画及び資金計画 

別紙のとおり。 
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別　　紙

予算 （単位：百万円）

区　　分 整備新幹線事業 民 鉄 線 等 事 業 そ の 他 事 業 合 計

収入

国庫補助金等 188,625 61,050 -                       249,675

地方公共団体建設費負担金 188,625 -                       -                       188,625

地方公共団体建設費補助金 -                       61,050 -                       61,050

借入金等 -                       579,869 178,055 757,924

財政融資資金借入金 -                       88,415 -                       88,415

民間借入金 -                       135,564 89,455 225,019

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 -                       355,891 88,600 444,491

業務収入 388,618 392,833 221,636 1,003,087

受託収入 -                       -                       331,937 331,937

業務外収入 42 10,778 1,978 12,798

他勘定より受入 377,250 58,065 58,409 493,725

計 954,535 1,102,596 792,015 2,849,146

支出

業務経費

鉄道関係業務関係経費 1,655,825 185,533 104,634 1,945,992

受託経費

鉄道関係業務関係経費 -                       -                       320,673 320,673

借入金等償還 -                       846,780 325,759 1,172,539

支払利息 13,547 45,606 10,749 69,901

一般管理費 20,352 1,967 4,286 26,605

人件費 61,895 5,950 14,152 81,997

業務外支出 40,682 13,179 14,987 68,848

他勘定へ繰入 5 114,605 -                       114,610

計 1,792,306 1,213,619 795,239 3,801,164

［人件費の見積もり］　62,999百万円を支出する。

収支計画 （単位：百万円）

区　　分 整備新幹線事業 民鉄線等事業 そ の 他 事 業 合 計

費用の部 1,113,750 383,365 307,733 1,804,848

経常費用 1,113,670 341,526 296,648 1,751,844

鉄道建設業務費 1,110,096 340,480 270,599 1,721,176

受託経費 -                       -                       22,947 22,947

一般管理費 2,950 864 2,807 6,621

減価償却費 625 181 294 1,100

財務費用 33 41,826 11,020 52,878

雑損 46 14 66 126

収益の部 1,113,750 386,124 309,611 1,809,484

鉄道建設業務収入 396,161 380,848 230,806 1,007,816

鉄道建設事業費補助金収入 -                       -                       380 380

鉄道建設事業費利子補給金収入 -                       222 -                       222

受託収入 -                       -                       22,947 22,947

資産見返負債戻入 717,546 4,383 53,545 775,474

資産見返補助金等戻入 700,256 4,365 4,087 708,708

その他 17,291 17 49,458 66,766

財務収益 33 6 -                       39

雑益 9 664 1,932 2,606

純利益 -                       2,758 1,878 4,636

目的積立金取崩額 -                       -                       -                       -                       

総利益 -                       2,758 1,878 4,636

資金計画 （単位：百万円）

区　　分 整備新幹線事業 民鉄線等事業 そ の 他 事 業 合 計

資金支出 1,840,680 1,222,945 809,196 3,872,821

業務活動による支出 1,788,814 366,497 466,538 2,621,849

投資活動による支出 7 -                       2,011 2,018

財務活動による支出 -                       846,780 325,960 1,172,740

翌年度への繰越金 51,859 9,668 14,686 76,214

資金収入 1,840,680 1,222,945 809,196 3,872,821

業務活動による収入 954,493 522,698 611,982 2,089,172

受託収入 -                       -                       331,937 331,937

その他の収入 954,493 522,698 280,045 1,757,236

投資活動による収入 42 30 1,978 2,049

財務活動による収入 -                       579,869 178,055 757,924

前年度よりの繰越金 886,145 120,348 17,181 1,023,674

（注２）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構　中期計画の予算等（平成３０年度～平成３４年度）
【建設勘定】

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。

（注１）第４期中期計画期間における特殊要因については、我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組みに係る経費である。
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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 平成３０年度計画 

平成３０年３月３０日 

（変更）平成３０年９月２０日 

（変更）平成３０年１１月２０日 

 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の平成３０年度計画 

 

鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」という。）は、独立行政法人通則法（平

成１１年法律第１０３号）第３１条の規定に基づき、平成３０年度における業務運営に関

する計画を以下のとおり定める。 

 

 

１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（１）鉄道建設等業務 

② 都市鉄道利便増進事業等 

(a) 都市鉄道利便増進事業 

（略） 

    なお、事業の実施に当たっては、経済的に安全かつ工期どおりに建設する重

要性にかんがみ、工事完成予定時期と照らしてどの程度進捗しているかを適切

に把握する。技術開発の動向等を踏まえてコスト縮減に努め、想定できなかっ

た現地状況に対応する必要性が生じた等、速達性向上計画の認定の後に不測の

事態が生じた場合を除き、認可の際の事業費を上回らないようにするとともに、

各年度に行ったコスト縮減効果について整理・機構内での共有を図り、かつ、

中期目標で示された事業の各段階における留意事項を踏まえ、事業を遂行する。 
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（２）我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組み 

国土交通省等の関係者との連携を図りつつ、鉄道分野における海外社会資本事業

への我が国事業者の参入が図られるよう、海外社会資本事業への我が国事業者の参

入の促進に関する法律（平成３０年法律第４０号）第４条に規定する業務について、

同法第３条の規定に基づき国土交通大臣が定める海外社会資本事業への我が国事業

者の参入の促進を図るための基本的な方針に従い、新幹線鉄道の技術が活用され、

又は活用されることが見込まれる海外の高速鉄道に関する事業性等の調査、測量、

鉄道構造物や電気、機械設備等の設計、工事管理、試験及び研究を行う。 

インド高速鉄道計画については、設計業務について、国土交通省等関係者との緊

密な連携の下で技術協力を行う。 

タイのバンコク～チェンマイ間高速鉄道計画については、調査・設計・工事管理

に関する業務の発注があった際には、国土交通省等関係者との緊密な連携の下で調

査等の業務の受注を目指す。 

また、国等が進める我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組みに対し協力し、海

外への専門家派遣や各国の研修員等の受入れ、鉄道分野における国際規格への取組

み、海外の鉄道建設関係の機関等との技術交流等を行う。 

 

３．予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

（１）予算、収支計画及び資金計画 

    別紙のとおり。 
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別　　紙

予算 （単位：百万円）

区　　分 整備新幹線事業 民鉄線等事業 そ の 他 事 業 合 計

収入

国庫補助金等 37,725 12,210 -                       49,935

地方公共団体建設費負担金 37,725 -                       -                       37,725

地方公共団体建設費補助金 -                       12,210 -                       12,210

借入金等 -                       150,427 66,820 217,247

財政融資資金借入金 -                       12,000 -                       12,000

民間借入金 -                       31,827 33,320 65,147

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 -                       106,600 33,500 140,100

業務収入 81,710 77,061 34,996 193,766

受託収入 -                       -                       15,400 15,400

業務外収入 12 2,170 375 2,556

他勘定より受入 75,450 11,641 18,099 105,190

計 194,897 253,508 135,689 584,095

支出

業務経費

鉄道関係業務関係経費 348,867 35,484 19,649 404,000

受託経費

鉄道関係業務関係経費 -                       -                       12,817 12,817

借入金等償還 -                       189,703 95,024 284,726

支払利息 2,709 9,227 2,334 14,270

一般管理費 3,973 481 948 5,402

人件費 11,378 1,380 2,856 15,615

業務外支出 6,759 2,660 2,850 12,270

他勘定へ繰入 1 28,374 -                       28,375

計 373,687 267,309 136,478 777,474

［人件費の見積もり］　11,891百万円を支出する。

収支計画 （単位：百万円）

区　　分 整備新幹線事業 民鉄線等事業 そ の 他 事 業 合 計

費用の部 230,915 74,829 71,533 377,277

経常費用 230,892 66,550 69,091 366,532

鉄道建設業務費 230,112 66,370 55,626 352,108

受託経費 -                       -                       13,059 13,059

一般管理費 638 149 363 1,150

減価償却費 142 31 43 216

財務費用 7 8,275 2,378 10,659

雑損 16 5 65 86

収益の部 230,915 75,261 71,798 377,974

鉄道建設業務収入 84,352 74,576 46,527 205,455

鉄道建設事業費補助金収入 -                       -                       40 40

鉄道建設事業費利子補給金収入 -                       70 -                       70

受託収入 -                       -                       13,059 13,059

資産見返負債戻入 146,551 -                       11,798 158,349

資産見返補助金等戻入 143,016 -                       888 143,905

その他 3,535 -                       10,910 14,445

財務収益 7 1 -                       8

雑益 5 615 375 994

純利益 -                       432 265 697

目的積立金取崩額 -                       -                       -                       -                       

総利益 -                       432 265 697

資金計画 （単位：百万円）

区　　分 整備新幹線事業 民鉄線等事業 そ の 他 事 業 合 計

資金支出 1,081,042 373,857 152,870 1,607,769

業務活動による支出 372,845 77,505 40,646 490,996

投資活動による支出 7 -                       408 415

財務活動による支出 -                       189,703 95,225 284,928

翌年度への繰越金 708,190 106,649 16,591 831,430

資金収入 1,081,042 373,857 152,870 1,607,769

業務活動による収入 194,885 103,061 68,495 366,441

受託収入 -                       -                       15,400 15,400

その他の収入 194,885 103,061 53,095 351,041

投資活動による収入 12 20 375 407

財務活動による収入 -                       150,427 66,820 217,247

前年度よりの繰越金 886,145 120,348 17,181 1,023,674

（注２）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構　年度計画の予算等（平成３０年度）
【建設勘定】

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。

（注１）第４期中期計画期間における特殊要因については、我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組みに係る経費である。
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予算 （単位：百万円）

金　　　額

収入

借入金等 19,200

財政融資資金借入金 15,200

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 4,000

業務収入 27,531

業務外収入 197

計 46,928

支出

業務経費

海事業務関係経費 28,901

借入金等償還 17,826

支払利息 866

一般管理費 204

人件費 768

業務外支出 61

計 48,626

［人件費の見積もり］　586百万円を支出する。

収支計画 （単位：百万円）

金　　　額

費用の部 25,024

経常費用 24,095

海事業務費 23,048

一般管理費 1,043

減価償却費 4

財務費用 929

収益の部 25,415

海事業務収入 25,038

資産見返負債戻入
資産見返補助金等戻入 0

財務収益 0
雑益 376

純利益 391
目的積立金取崩額 - 
総利益 391

資金計画 （単位：百万円）
金　　　額

資金支出 51,416
業務活動による支出 2,746
投資活動による支出 28,063
財務活動による支出 17,826
翌年度への繰越金 2,781

資金収入 51,416
業務活動による収入 25,820
投資活動による収入 2,212
財務活動による収入 19,200
前年度よりの繰越金 4,184

（注）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

区　　　　　　　分

鉄道建設・運輸施設整備支援機構　年度計画の予算等（平成30年度）　
【海事勘定】

区　　　　　　　分

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、
超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。

区　　　　　　　分
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３．参照書類を縦覧に供している場所 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

（横浜市中区本町六丁目 50番地１ 横浜アイランドタワー）  

 

なお、当機構ホームページ(http://www.jrtt.go.jp/)にも掲載しています。  
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